
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

四

八

号

予
定
価
格
と
落
札
価
格
が
同
一
の
入
札
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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予
定
価
格
と
落
札
価
格
が
同
一
の
入
札
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

国
発
注
の
す
べ
て
の
事
業
（
工
事
、
物
品
購
入
、
役
務
等
）
の
入
札
に
お
い
て
、
平
成
一
四
年
度
に
落
札
価
格
と
予
定
価

格
が
同
一
の
入
札
案
件
が
五
五
八
二
件
あ
る
こ
と
が
政
府
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。

�

五
五
八
二
件
を
省
庁
別
（
外
局
等
別
）
に
分
け
て
件
数
を
提
示
頂
き
た
い
。
同
時
に
、
当
該
部
署
が
平
成
一
四
年
度
一

年
間
に
実
施
さ
れ
た
入
札
総
数
も
提
示
願
い
た
い
。
そ
し
て
、
省
庁
別
（
外
局
等
別
）
に
入
札
総
数
を
分
母
と
し
、
予
定

価
格
と
落
札
価
格
が
同
一
の
入
札
数
を
分
子
と
し
た
割
合
も
提
示
頂
き
た
い
。

�

こ
の
五
五
八
二
件
す
べ
て
を
業
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
も
含
め
て
、
調
査
頂
き
、
予
定
価
格
の
情
報
漏
洩
や
談
合
な
ど
が

疑
わ
れ
た
り
、
認
定
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
れ
ば
、
案
件
ご
と
に
認
定
の
詳
細
、
懲
戒
処
分
等
の
処
分
状
況
、
告
発
等
状

況
、
発
注
元
省
庁
部
局
、
発
注
内
容
・
時
期
、
予
定
価
格
、
落
札
金
額
、
落
札
業
者
、
入
札
業
者
を
お
教
え
願
い
た
い
。

ま
た
、
五
五
八
二
件
の
う
ち
、
問
題
の
無
か
っ
た
入
札
案
件
は
ど
の
案
件
か
、
案
件
ご
と
に
発
注
元
省
庁
部
局
、
発
注
内

容
・
時
期
、
予
定
価
格
、
落
札
金
額
、
落
札
業
者
、
入
札
業
者
を
お
教
え
願
い
た
い
。

�

政
府
は
独
自
に
調
査
に
着
手
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
五
五
八
二
件
に
関
し
て
、
福
田
官
房
長
官
は
記
者
会
見
で
記
者
か
ら

談
合
や
情
報
漏
洩
の
疑
い
を
指
摘
さ
れ
「
よ
く
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
、
ま
あ
、
一
件
一
件
ど
う
い
う
ふ

一



う
な
こ
と
だ
っ
た
の
か
ね
、
ち
ょ
っ
と
状
況
は
調
べ
な
き
ゃ
わ
か
ら
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
平
成
一
六
年

二
月
一
七
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
、
福
田
官
房
長
官
は
「
長
妻
議
員
か
ら
、
落
札
率
を
は
じ
め
と
す
る
入
札
等
に
関
す
る

質
問
主
意
書
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
財
務
大
臣
か
ら
も
答
弁
が
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
本

件
は
、
契
約
事
務
の
執
行
に
当
た
る
各
省
各
庁
に
お
い
て
、
現
在
、
事
実
関
係
の
確
認
等
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知

し
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
公
正
取
引
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
各
省
各
庁
に
お
け
る
事
実
関
係
の
確
認
結
果
を
踏
ま

え
、
事
業
者
が
共
同
し
て
受
注
予
定
者
を
決
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
独
占
禁
止
法
に
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
具
体
的
事
実

に
接
し
た
場
合
に
は
必
要
な
調
査
が
行
わ
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
。
当
日
の
同
本
会

議
で
、
谷
垣
財
務
大
臣
も
「
落
札
率
を
は
じ
め
と
す
る
入
札
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
で
す
。
御
指

摘
の
質
問
主
意
書
に
係
る
入
札
案
件
に
つ
い
て
は
、
契
約
事
務
の
執
行
に
当
た
る
各
省
各
庁
に
お
い
て
、
現
在
、
事
実
関

係
の
確
認
等
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
財
務
省
と
し
て
は
、
各
省
各
庁
に
お
い
て
、
事
実
関
係
の

確
認
等
が
適
切
か
つ
可
及
的
速
や
か
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
さ
れ
た
。

現
在
、
各
省
庁
等
に
ど
の
よ
う
な
調
査
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
調
査
期
限
は
い
つ
ま
で
と
指
示
さ
れ
た

の
か
。
そ
の
政
府
調
査
結
果
も
合
わ
せ
て
お
示
し
願
い
た
い
。

二



�

平
成
一
六
年
三
月
一
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
分
科
会
に
お
い
て
、
森
下
会
計
検
査
院
長
に
、
予
定
価
格
と
落
札
価
格

が
同
一
の
案
件
の
検
査
へ
の
着
手
を
要
請
し
た
と
こ
ろ
「
そ
う
い
う
も
の
の
中
で
、
個
別
に
そ
う
い
う
検
査
が
で
き
る
機

会
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
検
査
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
談
合
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
ど
も
会
計
検
査
院
は
直
接
そ

う
い
う
も
の
を
究
明
す
る
立
場
に
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
予
定
価
格
の
積
算
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
検
査
、
こ
れ

は
従
前
か
ら
も
や
っ
て
お
り
ま
す
し
、
こ
れ
か
ら
引
き
続
き
き
ち
ん
と
や
っ
て
い
き
た
い
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お

り
ま
す
」
と
答
弁
さ
れ
た
。
こ
の
五
五
八
二
件
の
検
査
あ
る
い
は
調
査
が
必
要
と
考
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
省
庁
（
社
会

保
険
庁
は
除
く
）
は
、
会
計
検
査
院
が
検
査
あ
る
い
は
調
査
を
す
る
と
す
れ
ば
全
面
的
に
協
力
さ
れ
る
か
否
か
お
答
え
願

い
た
い
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
省
庁
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
も
全
面
的
に
協
力
す
る
か
否
か
お
答
え
願
い
た
い
。

二

特
殊
法
人
、
認
可
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
公
益
法
人
等
発
注
の
す
べ
て
の
事
業
（
工
事
、
物
品
購
入
、
役
務
等
）
の
い

わ
ゆ
る
入
札
に
お
い
て
、
落
札
価
格
と
予
定
価
格
が
同
一
の
入
札
案
件
に
つ
い
て
政
府
に
お
尋
ね
す
る
。

�

過
去
一
年
間
で
、
何
件
あ
っ
た
か
。
特
殊
法
人
、
認
可
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
公
益
法
人
等
別
に
件
数
を
お
示
し
願

い
た
い
。

三



�

過
去
一
年
間
で
、
落
札
金
額
の
高
い
順
に
一
〇
〇
の
入
札
案
件
を
お
示
し
願
い
た
い
。
案
件
ご
と
に
予
定
価
格
の
公
表

の
有
無
、
発
注
元
組
織
名
、
発
注
内
容
・
時
期
、
予
定
価
格
、
落
札
金
額
、
落
札
業
者
、
入
札
業
者
を
お
教
え
願
い
た

い
。

三

す
べ
て
の
地
方
公
共
団
体
発
注
の
事
業
（
工
事
、
物
品
購
入
、
役
務
等
）
の
入
札
に
お
い
て
、
落
札
価
格
と
予
定
価
格
が

同
一
の
入
札
案
件
に
つ
い
て
政
府
に
お
尋
ね
す
る
。

�

過
去
一
年
間
で
、
何
件
あ
っ
た
か
。
地
方
公
共
団
体
別
に
件
数
を
お
示
し
願
い
た
い
。

�

過
去
一
年
間
で
、
落
札
金
額
の
高
い
順
に
一
〇
〇
の
入
札
案
件
を
お
示
し
願
い
た
い
。
案
件
ご
と
に
予
定
価
格
の
公
表

の
有
無
、
発
注
元
地
方
公
共
団
体
名
、
発
注
内
容
・
時
期
、
予
定
価
格
、
落
札
金
額
、
落
札
業
者
、
入
札
業
者
を
お
教
え

願
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


